
雄武町地域公共交通活性化協議会条例 

令和５年３月１７日 

条例第９号 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年法律第 59号）第６条第１

項の規定に基づき、地域公共交通計画（以下「計画」という。）の策定に関する協議及び

計画の実施に関し必要な協議並びに連絡調整等を行うとともに、道路運送法（昭和 26 年

法律第 183号）の規定に基づき、地域における需要に応じた町民の生活に必要なバス等の

旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現

に必要となる事項を協議するため、雄武町地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について検討及び協議する。 

⑴ 計画の策定及び変更に関すること。 

⑵ 計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

⑶ 計画に位置付けられた事業の実施、分析及び評価に関すること。 

⑷ 町の総合的な公共交通施策に関すること。 

⑸ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様並びに運賃及び料金に関すること。 

⑹ 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員３０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

⑴ 公共交通事業者等 

⑵ 道路管理者 

⑶ 公安委員会 

⑷ 住民又は利用者の代表 

⑸ 関係団体等の代表者又はその推薦を受けた者 

⑹ 学識経験者 

⑺ 関係行政機関の職員 

⑻ 副町長及び町の職員 

⑼ 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

資料１ 



（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は副町長をもって充て、副会長は委員の中か

ら会長が指名する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 委員は、自ら会議に出席できない場合、あらかじめ、その旨を会長に届け出て、代理人

を出席させることができる。この場合において、当該代理出席者を委員とみなす。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を聴くことができる。 

６ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議

事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

７ 会議の案件について会長が軽微な事案と判断した場合又は委員の招集が困難である場

合等にあっては、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決を行う

ことができるものとする。 

 （協議結果の取扱い） 

第７条 会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の

誠実な実施に努めるものとする。 

 （守秘義務） 

第８条 委員は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

（報酬及び費用弁償) 

第９条 委員が、その職務を行うために要する費用は、雄武町特別職の職員で非常勤の者の

報酬及び費用弁償に関する条例(昭和 46年条例第 4号)により支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体並びにそれらに準ずる機関の職員が委員

を兼ねるときは、支給しないものとする。 

（庶務） 

第１０条 協議会の庶務は、公共交通を所管する部署において処理する。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に

定める。 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

  別表（第２条関係）区分の欄中「コミュニティ・スクール協議会」の次に「、地域公共

交通活性化協議会」を加える。 

 

【参考】 
 

 雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（抄） 

昭和 46年 3月 23日 

条例第 4号 

 (報酬及び費用弁償の額) 

第 2条 特別職の職員には、報酬を支給し、会議、委員会に応じたとき、その他公務のため旅行

したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。 

2 前項の規定により支給する報酬及び旅費の額は、別表のとおりとする。 

3 日額報酬の支給を受ける特別職の職員が町内において職務に従事する場合であって、その職

務の開始から終了までの時間が 4時間以内のときは、前項で定める報酬の額の 2分の 1の額と

し、その額に 100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げる。 

 

区分 支給区分 金額 

社会教育委員、スポーツ推進委員、図書館協議会、国民健

康保険運営協議会、青少年問題協議会、固定資産評価審査

委員会、都市計画審議会、空家等対策協議会、栄典審査委

員会、総合計画策定審議会、特別職報酬等審議会、奨学生

選考委員会、学校給食センター運営委員会、スポーツ推進

審議会、漁村センター運営委員会、大規模草地管理運営協

議会、町営住宅入居者選考委員会、教育支援委員会、国保

病院運営委員会、行政改革推進委員会、地籍調査推進委員

会、民生委員推薦会、農業構造政策推進会議、新規就農者

誘致促進協議会、未利用資源活用施設運営委員会、農地等

集団化事業推進委員会、介護保険運営協議会、情報公開審

査会、個人情報保護審査会、障害支援区分認定審査会、国

民保護協議会、社会教育中期計画策定委員会、地域包括支

援センター運営協議会、地域自立支援協議会、町税等滞納

審査会、防災会議、高齢者保健福祉計画策定委員会、介護

保険事業計画策定委員会、障がい者計画策定委員会、子ど

も・子育て会議、換地委員会、交通安全対策会議、町民生

活安全推進協議会、児童センター運営委員会、介護保険地

域密着型サービス運営委員会、コミュニティ・スクール協

議会、地域公共交通活性化協議会 

委員長 日額 ６，５００円 

委員 ６，０００円 
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